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（単位：百万円）

平成 27 年度 鶴田町財政状況等一覧表
１ 一般会計等の財政状況

※標準財政規模
　町が１年間に自由に使える財
　源の標準的な規模を表します。

町の財政状況を見る
平成 27 年度 財政指数および健全化判断比率
　県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、平成 19 年度決算から財政健全化に関係する各指標

（成績）の公表が法律（財政健全化法）で義務付けられています。

　健全化判断比率の指標を「早期健全化基準」と「財政再生基準」に照らし合わせて財政状況をチェックするとともに、
国民健康保険事業などの特別会計や水道事業などの企業会計も合わせた決算もチェックして、町の財政状況をより明
らかにしようとする法律です。

■財政健全化法とは

１ 実質赤字比率

■財政の健全度を判断する４つの指標（成績）

→鶴田町は赤字ではないため数値はありません

※家計に例えると……お父さんにかかった年間の費用の赤字
　が、家族の年収（会社収入 + パート収入＋おばあちゃんの
　年金＋子ども手当）に占める割合

２ 連結実質赤字比率

→鶴田町は赤字ではないため数値はありません

※家計に例えると……家族全員分にかかった年間の費用の赤字
　が、家族の年収に占める割合

※「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」は、赤字の場合「△」
で表示し、赤字がない（黒字または収支均衡）場合は正数で表示
しています。

３ 実質公債費比率

→鶴田町は … 13.0％（26 年度は 13.1％）
※この比率は 18％以内が望ましいとされています。
　（早期健全化基準 25.0％、財政再生基準 35.0％）

※家計に例えると……年間にお父さんが借金を返済する金額
　の、家族全員分の年収に占める割合

４ 将来負担比率

→鶴田町は … 140.6％（26 年度は 161.9％）
（早期健全化基準 350.0％）

※家計に例えると……将来にわたりお父さんの支払う借金の
　総額が、家族全員分の年収に占める割合

●早期健全化基準をオーバーすると？

●財政再生基準をオーバーすると？

一般会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合

町の全会計（一般会計＋特別会計）の赤字が標準財
政規模に占める割合

町の一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に
占める割合

町の一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規 
模に占める割合

町の財政状況を見る

　財政のイエローカードです。財政健全化計画を策定し、計画に基づく財政健全化を行います。

　財政再生団体となり、事実上破綻となります。財政再生計画を定め、計画に基づく財政再建に取り組むことになります。
総務大臣の許可がなければ地方債の起債（借金）ができなくなります。また、税金や公共料金の増額、住民サービスの
見直しをせざるを得なくなります。

　町の財政を 5 人家族（会社勤めのお父さん、パートで働くお母さん、学校に通う子ども２人と年金暮らしのおばあ
ちゃん）の家計に例えて表してみました。

会 計 名 歳 入 歳 出 形式
収支

実質
収支

 他会計から
 の繰入金

  地方債
  現在高

 債務負担行為に
 基づく支出予定額

一般会計 6,158 5,872 286 285 45 4,919 9
学校給食特別会計 62 62 0 0 0 0 0

計 6,220 5,934 286 285 4,919 9

※標準財政規模
4,033
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２ 公営企業会計等の財政状況 （単位：百万円）

３ 関係する一部事務組合等の財政状況

４ 地方公社・第３セクター等の経営状況および地方公共団体の財政的支援の状況 （単位：百万円）

６ 財政指標の状況　（※上記の状況を国の法律に基づき算定した結果） （単位：％「財政力指数を除く」）

※「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「資金不足比率」は、赤字の場合「△」で表示。赤字がない（黒字または収支均衡）場合は正数で表示

５ 充当可能基金の状況 （単位：百万円）

※「充当可能基金」とは、基金のうち
地方債の償還等に充当可能な現金、預
金、国債、地方債等の合計額をいい、
貸付金および不動産等は含まない。

（単位：百万円）

町の財政状況を見る

会 計 名  総収益
 （歳入）

 総費用
 （歳出）

   純損益
（形式収支）

 資金剰余額 / 不 
 足額（実質収支）

他会計等か
らの繰入金

企業債（地方
債）現在高

左のうち一般会
計等繰入見込額 備 考

水道事業会計 285 272 13 242 0 1,441 17 法適用企業
（※）下水道事業会計 764 616 148 63 409 6,574 5,811

国民健康保険事業特別会計 2,575 2,429 146 0 237 0 0 ※地方公営企
業法を適用し
ている公営企
業のこと

介護保険事業特別会計 1,694 1,621 73 0 261 102 102
後期高齢者医療事業特別会計 121 119 2 0 60 0 0

計 305 8,117 5,930

一部事務組合等名  総収益
 （歳入）

 総費用
 （歳出）

   純損益
（形式収支）

資金剰余額 / 不足額
     ( 実質収支 )

企業債（地方債）
現在高

左のうち一般会
計等繰入見込額 備 考

青森県市町村総合事務組合 961 937 24 24 0 0
青森県市町村職員退職手当組合 12,252 10,146 2,106 2,106 0 0
西北五広域福祉事務組合 298 288 10 10 17 2
西北五環境整備事務組合 851 828 23 23 266 212
津軽広域水道企業団（津軽事業部） 2,214 1,681 533 2,241 4,021 0 法適用企業
五所川原地区消防事務組合 2,322 2,277 45 45 112 98
青森県交通災害共済組合 184 176 8 8 0 0
つがる西北五広域連合 95 85 10 10 0 0
つがる西北五広域連合病院事業会計 14,686 14,827 △ 141 1,971 6,068 370 法適用企業
青森県後期高齢者医療広域連合 482 451 31 31 0 0
青森県後期高齢者医療特別会計 160,773 157,982 2,791 2,789 0 0

計 9,258 10,484 682

地方公社・
第３セクター等名 経常損益 純資産又は

正味財産
当該団体からの
出資金

当該団体からの
補助金

当該団体からの
貸付金

 当該団体からの損失
 補償にかかる債務残高

 一般会計等 
 負担見込額

鶴の里振興公社 4 53 18 0 0 ― ―
計 18 0 0 ― ―

充当可能基金名 平成 26 年度決算 A 平成 27 年度決算 B 差引 B － A
財政調整基金 300 501 201

減債基金 122 122 0

その他充当可能基金 117 99 △ 18

計 539 722 183

財政指標名  平成 26 年
 度決算 A

 平成 27 年
 度決算 B

差引
B － A

 早期健全化  
 基準

 財政再生  
 基準

　資金不足比率
（公営企業会計名）

 平成 26 年
 度決算 A

 平成 27 年
 度決算 B

差引
B － A

実質赤字比率
（赤字の場合△） ― ― ― △ 15.00 △ 20.00 水道事業会計 72.8 88.4 15.6

連結実質赤字比率
（赤字の場合△） ― ― ― △ 20.00 △ 40.00 下水道事業会計 294.4 60.5 △ 233.9

実質公債費比率 13.1 13.0 △ 0.10 25.0 35.0

将来負担比率 161.9 140.6 △ 21.30 350.0

財政力指数 0.23 0.24 0.01

経常収支比率 94.9 92.9 △ 2.00

※上記の「資金不足比率」の早期健全化基準に
　相当する「経営健全化基準」は、公営企業を
　除き、一律△ 20％である（公営企業は０％）。


